
 

 

東京都板橋区農業委員会 

 

第 23 期第 10 回定例総会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 ２ ６ 日 

於 下赤塚地域センター第 1 洋室（赤塚庁舎 3 階） 

 



第 23 期第 10 回板橋区農業委員会定例総会 
 

開催日時     平成３０年４月２６日（木）午後４時  

 

場   所     下赤塚地域センター第１洋室（赤塚庁舎３階）  

 

出席委員     １２名  下記のとおり  

 

 

記  

 

議席  

番号  
氏    名  

議席  

番号  
氏    名  

議席  

番号  
氏    名  

1 田中  喜一郎  ５  小原  昭雄  ９  山口  賢治  

２  田中  清  ６  會田  幸夫  10 染宮  利章  

３  榎本  勇  ７  石井  勉  11 春日  實  

４  福島  聡司  ８  本橋  政春  12 吉田  豊明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議  事 

 

１ 報告事項         

 (1) 農地転用届出の専決処分報告について      

     合計 ４件  内訳：４条関係３件 ５条関係１件 （資料１） 

 (2)  地目変更登記に係る照会に対する調査結果について （資料２） 

 (3) 農業委員会だより（案）について   （資料３） 

 (4) 平成３０年度板橋区農業関係予算概要について  （資料４） 

         

２ その他         

 (1) 平成３０年度 茶摘み体験学習の実施について  （資料５） 

 (2) 平成３０年度 さつきフェスティバルの実施について （資料６） 

 (3) その他        

 

 ３ 次回日程 

   日 時  平成３０年５月２４日（木） 午後２時 開会 

   場 所  下赤塚地域センター第１洋室（赤塚庁舎３階） 

 

 

 

 議  長  田中 喜一郎  会長 

  署名委員  會田 幸夫    委員 

  染宮 利章   委員 

  出席係員  宮津 毅    事務局長 

滝口 憲一   農政担当係長 

水株 利子   書記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事 務 局 長 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書    記 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

書 記 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

書 記 

 

 

  

只今より、第２３期第１０回農業委員会定例総会を開会させていただ

きます。会長、進行をお願いいたします。 

 

皆さま、こんにちは。 

早速ではありますが、定例総会を始めさせていただきます。 

本日の署名委員は、會田委員、染宮委員を指名させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

それでは、報告事項(1)農地転用届出の専決処分報告について、今回

は４件です。内訳は４条関係３件、５条関係１件となっております。   

事務局長、説明をお願いします。 

 

資料１をご覧ください。 

農地法第４条第１項第７号の規定による届出でございます。こちらに

つきましては、平成３０年３月１１日から平成３０年４月１０日までに

届出があったもの３件でございます。 

まず専決番号１番ですが、土地の所在が高島平一丁目３番１４、登記

簿上の地目が畑、現況は不耕作地です。面積の合計が７９０平方メート

ル、共同住宅への転用を目的とした届出でございます。届出人の住所、

氏名、職業については記載のとおりです。現況について、画面をご覧く

ださい。 

 

こちらは、西台中学校の東側に位置しておりまして、共同住宅でした。 

 

次に専決番号２ですが、土地の所在が三園一丁目２３番１９、登記簿

上の地目が畑、現況は不耕作地です。こちらは駐車場への転用を目的と

した届出でございます。届出人の住所、氏名、職業については記載のと

おりです。現況について、画面をご覧ください。 

 

こちらは、西高島平駅の西側に位置しておりまして、駐車場でした。 

 

続きまして、専決番号３、土地の所在が高島平五丁目３８番１８、登

記簿上の地目が畑、現況は不耕作地です。面積の合計が４.５９平方メ

ートル、個人住宅への転用を目的とした届出でございます。届出人の住

所、氏名、職業については記載のとおりです。現況について、画面をご

覧ください。 

 

こちらは、高島平第三小学校の西側に位置しておりまして、個人住宅

でした。 

 



事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

書 記 

 

 

事 務 局 長 

 

会 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書 記 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

書 記 

 

事 務 局 長 

続きまして、資料１の２をご覧ください。農地法第５条第１項第６号

の規定による届出で平成３０年３月１１日から平成３０年４月１０日

までに届出があったもので、１件です。 

専決番号１、土地の所在が高島平五丁目３６番２、登記簿上の地目が

畑、現況は不耕作地です。面積は２２４平方メートルで、分譲住宅への

転用を目的とした届出でございます。譲渡人・譲受人の住所、氏名、職

業については記載のとおりです。現況について、画面をご覧ください。 

 

こちらは、高島平第三小学校の西側に位置しておりまして、平成３０

年７月着工予定です。 

 

ご報告は以上です。 

 

説明ありがとうございました。 

これについてご質問等がございましたら、お願いします。 

ご質問等ないようですので、次に進めさせていただきます。 

報告事項(2)地目変更登記に係る照会に対する調査結果について、事

務局、説明をお願いします。 

 

資料２をご覧ください。 

地目変更登記に係る照会に対する調査結果についてのご報告でござ

います。平成３０年３月１１日から平成３０年４月１０日までの間に照

会があったもので、２件ございます。 

まず番号１、土地の所在が高島平七丁目３８番１３、地目は畑、面積

が１３２平方メートル、現況は非農地となっております。こちらについ

て調査したところ、転用届出の経緯はございませんでしたので、その旨

を３月１９日付、東京法務局板橋出張所に回答しております。所有者等

は記載のとおりです。現状について画面をご覧ください。 

 

こちらは板橋市場の西側に位置しておりまして、共同住宅でした。 

 

続きまして番号２、土地の所在が西台一丁目６３１番１、地目は畑、

面積は４０６平方メートル、現況は非農地となっております。こちらに

ついて調査したところ、平成２８年２月に転用届出の経緯がございま

す。その旨を４月４日付、東京法務局板橋出張所に回答しております。

所有者等は記載のとおりです。現状について画面をご覧ください。 

 

こちらは、西台公園の北側に位置しておりまして、共同住宅でした。 

 

ご報告は以上です。 



会 長 
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会 長 

 

 

 

会 長 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

農政担当係長 

 

ご説明ありがとうございました。 

これについて質問等がございましたら、お願いします。 

ご質問等ないようですので、次に進めさせていただきます。 

報告事項(3)農業委員会だよりについて、事務局、説明をお願いしま

す。 

 

資料３をご覧ください。 

こちらにつきまして、事務局からご説明いたします。1ページ目に第５

７回企業的農業経営顕彰・第４４回農業委員会等功労者について掲載し

ております。２ページ目につきましては、都市農業振興イベント、農地

利用状況調査・区民農園用地の募集、農業者年金の募集記事をのせてお

ります。３ページ目につきましては、板橋区都市型農業振興・農地保全

推進事業費補助金のご案内、生産緑地の追加指定・相続時等の届出につ

いて、掲載しております。４ページ目につきましては、生産緑地法の一

部改正、平成３０年度税制大綱について掲載しております。 

 

ご説明ありがとうございました。 

これについて質問等がございましたら、お願いします。 

ご質問等ないようですので、次に進めさせていただきます。 

 

報告事項(4)平成３０年度 農業関係当初予算前年比較表について、

事務局、説明をお願いします。 

 

それでは、資料４をご覧ください。 

（平成３０年度 農業関係予算を項目ごとに読み上げ） 

昨年度との比較で 28,937,000 円減っておりますが、成増四丁目農園

造成工事の 22,800,000 円、新規事業等の計画委託 5,800,000 円がなく

なったのが、主な減額の理由になります。 

（平成３０年度 板橋区の予算（区財政の現状）を抜粋し説明） 

7ページをご覧ください。農業に関しましては産業経済費にあたりま

す。16 億 57 百万円で前年度と比べ 51 百万円の減となっています。成

増四丁目造成工事終了による 29百万円の減などによるものです。 

 

これについて質問等がございましたら、お願いします。 

質問等がないようですので、次に進めさせていただきます。 

その他 平成３０年度 茶摘み体験学習の実施について、説明をお願

いします。 

 

それでは、資料５をご覧ください。 

今年度も田上様のご協力のもと、参加予定は５校 509名で、茶摘みを行



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

吉 田 委 員 

 

農政担当係長 

 

吉 田 委 員 

 

 

 

農政担当係長 

 

 

吉 田 委 員 

 

農政担当係長 

 

石 井 委 員 

 

 

農政担当係長 

 

 

 

 

 

会 長 

 

います。100Kgほど茶摘みをおこない、埼玉県所沢にあります製茶業者

にもちこみます。製茶後袋に詰めて、20Kg ほどになりまして学校にお

届けします。昨年まで、この後、放射線の測定をおこなっておりました

が、今回からやりません。理由につきましては、現在でも区役所正面玄

関で平日毎日午前 10 時に空間放射線量を計測しております。１時間あ

たり 0.06～0.07 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄで安定をしております。この数値は環境省

の説明によりますと、放射線は自然界にもありまして、地表から 0.04 ﾏ

ｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ、宇宙から 0.03 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄで、足して 0.07となりますので、

ほぼ自然由来のものでしかないので、今のところ中止しております。今

後この数字が動いたり、事故等何かあるようでしたら、予算を流用して

でも計測し、安全なものを提供してまいります。 

 

ほかに質問等がございますか。 

 

小学校５校ですが、学年全員ですか。 

 

はい、そうです。 

 

参加費が 200円かかっていますが、実費という考えかたですか。教育

の一環だから、とらなくてもいいのかなという意見もあるのかなと、そ

このところ、どのように議論されていますか。 

 

 もともと 200円になった経緯が不明ですので、経緯を調査して、次回

ご案内させていただきます。 

 

 お茶なんですが、509人の子供達にきれいになって届くのですか。 

 

 はい、そうです。 

 

ほかにもやりたいという学校はありませんか。高島平の小学校も近い

ので増やせたらいいと思いますが。 

 

遠方からも問い合わせが何件かございますが、まず徒歩圏内であるこ

とが条件となります。次に根本にありますのが、田上様にお話を伺った

ところ、紅梅小学校だけというのを、５校にしてもらい、ぎゅうぎゅう

詰めでおこなっている状況なので、ここで増やすのは難しいと思いま

す。 

 

これについて質問等がないようでしたら、次に進めさせていただきま

す。 



農政担当係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

石 井 委 員 

 

 

農政担当係長 

 

会 長 

 

それではさつきフェスティバルの実施について、資料６をご覧くださ

い。ここに掲載はありませんが、練馬区から後援名義の許可がまもなく

おります。また、昨年は行いませんでしたが、イベントスペースで園芸

教室を行います。内容につきましては、午前中に観葉植物寄せ植え教室

を参加費 1,000円でおこないます。午後には、榎本委員にご協力いただ

き、さつきの手入れ教室を無料で行います。今回はさつきをご購入いた

だいた方には翌日までお預かりし、翌日講習会に参加できます。昨年も

さつきが７０～８０鉢売れております。 

みなさんに板橋樹形を知ってもらい、またさつきは難しいですが、講習

会に参加してもらえればと思います。以上でございます。 

 

これについて質問等がございますか。 

 

資料４で農業まつり・さつきフェスティバル出店参加料 84 万円とあ

りますが、さつきフェスティバル出店料はどの位かかるのですか。 

 

この 84万円はすべて農業まつりの出店料です。 

 

ほかになにかございませんか。なければ、本日の議題についてはすべ

て終了しました。これをもちまして第１０回定例総会を閉会いたしま

す。 

（終了時間 午後４時４０分） 

 

 次回の日程を下記のとおり決定し散会 

 

・運営委員会  ５月１７日（木）午後２時 

・定例総会   ５月２４日（木）午後２時 

 

 



 


